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   桶川市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱 

（平成１９年３月２３日告示第３６号） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成

するため、農林漁業金融公庫法（昭和２７年法律第３５５号）別表第２

の第１号に規定する資金（以下「農業経営基盤強化資金」という。）を

借り入れた者（以下「借入者」という。）に対し、当該借入れにより負

担する利子の一部について、毎年予算の範囲内において、農業経営基盤

強化資金利子助成金（以下「利子助成金」という。）を交付することに

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「融資事務取扱機関」とは、第７条の規定に

より借入者から利子助成金の代理請求及び代理受領の委任を受けた農業

協同組合、銀行及び信用金庫をいう。 

 （利子助成金の交付額） 

第３条 第１条の規定により交付する利子助成金の額は、毎年１月１日か

ら６月３０日までの期間（以下「上期」という。）及び７月１日から１

２月３１日までの期間（以下「下期」という。）ごとに、その期間内に

おける農業経営基盤強化資金につき、各貸付ごとに算出した融資平均残

高（各期間の毎日の最高残高（延滞金を除く。）の総和を年間の日数で

ある３６５（閏年であっても３６５とする。）で除して得た額（１円未

満の額は、これを切り捨てる。））に別表の利子助成率を乗じて得た額

（１円未満の額は、これを切り捨てる。）とする。 

 （交付申請） 

第４条 利子助成金の交付を受けようとする借入者は、様式第１号の桶川

市農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書を市長に提出しなければ

ならない。 
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２ 前項の申請書の提出期限は、毎年、上期にあっては７月２５日、下期

にあっては１月２５日とする。 

 （交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利子助

成金の交付を決定し、及び交付額を確定したときは、様式第２号の農業

経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書及び確定通知書を同条の申

請をした借入者に交付するものとする。 

 （利子助成金交付の請求） 

第６条 利子助成金の交付を請求するときは、様式第３号の農業経営基盤

強化資金利子助成金請求書を市長に提出しなければならない。 

 （事務の委任等） 

第７条 利子助成金の交付を受けようとする借入者は、融資事務取扱機関

に利子助成金の代理請求及び代理受領に関する事務の委任を行うものと

し、様式第４号の委任状を融資事務取扱機関を通じて市に提出するもの

とする。 

 （利子助成金の交付） 

第８条 利子助成金の交付については、市が借入者から代理受領に関する

委任を受けた融資事務取扱機関に対して行うこととする。 

２ 融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を受けた場合は、遅滞なく借

入者に対し当該利子助成金を支払うものとする。 

３ 融資事務取扱機関は、前項に定めるところにより利子助成金を支払っ

た場合は、当該支払った日から２週間以内に、その旨を様式第５号の農

業経営基盤強化資金利子助成金支払報告書により市長へ報告するものと

する。 

 （状況報告） 

第９条 借入者及び融資事務取扱機関は、市長の要求があったときは、利

子助成金の交付に係る事務の遂行の状況を書面で市長に報告しなければ
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ならない。 

２ 前項に定めるもののほか、融資事務取扱機関は、農業経営基盤強化資

金の貸付け、回収等の状況を書面で報告しなければならない。 

 （利子助成金の返還） 

第１０条 借入者は、既に交付を受けた利子助成金について、返還を要す

る事態が生じた場合には、融資事務取扱機関の指導を受け、様式第６号

の農業経営基盤強化資金利子助成金返納申請書を市長に提出するものと

する。 

２ 前項の場合において、融資事務取扱機関は、借入者に対し、利子助成

金の返納の手続を指導するものとする。 

 （書類の整備） 

第１１条 借入者及び融資事務取扱機関は、利子助成金の交付に係る農業

経営基盤強化資金の貸付状況等を明らかにした書類を備え、かつ、利子

助成金に係る収入及び支出についての証拠書類を当該利子助成金を受け

た日の属する会計年度の翌会計年度から、５年間整理補完しておかなけ

ればならない。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な

事項は、補助金交付規程（昭和３０年桶川市規程第４号）の例による。 

   附 則 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行前に、桶川市農業経営基盤強化資金利子助成交付要綱

（平成８年７月２２日市長決裁）に基づき行われた手続、利子助成金の

交付その他の行為については、この告示に基づき行われた手続、利子助

成金の交付その他の行為とみなす。 
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別表（第３条関係） 

農業経営基盤強化資金の貸付を受けた時期 利 子 助 成 率 

    年  月  日～ ０．５０％以内 
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様式第１号（第４条関係） 

 

農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書 

（    年  期分）  

 

第    号 

  年  月  日 

 

  桶川市長       

 

住  所            

名  称            

代表者名          ㊞ 

 

     年度農業経営基盤強化資金利子助成金の交付を受けたいので、

桶川市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第４条の規定により、関

係書類を添えて下記のとおり申請します。  

 

記  

 

１ 交付申請額   金        円 

 

２ 

 

３ 
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様式第２号（第５条関係） 

 

農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書及び確定通知書 

（    年  期分） 

 

第    号 

年  月  日  

 

様 

 

桶川市長           

 

     年  月  日付けで申請のあった農業経営基盤強化資金利子

助成金については、下記のとおり交付する。  

 

記  

 

１ 交付金額  金       円 

 

２ 支払方法 

 

３ 交付条件 
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様式第３号（第６条関係） 

 

農業経営基盤強化資金利子助成金請求書 

（    年  期分）  

 

第    号 

  年  月  日 

 

  桶川市長       

 

住  所            

名  称            

代表者名          ㊞ 

 

     年  月  日付け桶産第   号で交付決定のあった農業経

営基盤強化資金利子助成金については、下記のとおり請求します。  

 

記  

 

 請求金額   金        円 
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様式第４号（第７条関係） 

 

委  任  状 

 

融資事務取扱機関 （住所）            

         （機関名）           

         （代表者名）          

 

 私は、上記の者を代理人と定め、桶川市農業経営基盤強化資金利子助成

金交付要綱に基づき、桶川市から交付される下記の借入金に係る利子助成

金の請求及び受領に関する権限を委任します。 

 なお、万一償還が延滞となった場合は、当該利子助成金を約定償還金に

充当されても異議ありません。  

 

記  

借入金の種類  農業経営基盤強化資金 

借入年月日     年  月  日 借入金額         円 

借入条件 

償還期限   年（最終償還日：    年  月  日） 

措置期限   年（    年  月  日まで） 

借入利率 年   ％ 約定償還日    月   日 

 

    年  月  日 

 

借入者（住所） 

              （氏名）             ㊞ 
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様式第５号（第８条関係） 

 

農業経営基盤強化資金利子助成金支払報告書 

（    年  期分）  

 

第    号 

  年  月  日 

 

  桶川市長        

 

住  所            

名  称            

代表者名          ㊞ 

 

     年  月  日付け桶産第   号により交付決定を受けた農

業経営基盤強化資金利子助成金について、別紙のとおり借入者に対し支払

ったので、桶川市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第８条第３項

の規定により報告いたします。  
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様式第６号（第１０条関係） 

 

農業経営基盤強化資金利子助成金返納申請書 

 

    年  月  日 

 

  桶川市長       

 

（申請者） 住  所            

氏  名          ㊞ 

 

 桶川市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第１０条第１項に基づ

き、既に交付を受けた利子助成金について、下記のとおり返納を要するも

のが生じましたので、返納を申請します。 

 

記  

 

１ 返納申請額 

期    別 
既受領額  

Ａ  

返納申請額  

Ｂ  

差引受領額  

Ａ－Ｂ  

    年度  期分 円  円  円 

    年度  期分 円 円 円 

    年度  期分 円 円 円 

合    計  円 円 円 

 

２ 農業経営基盤強化資金利子助成金返納計算書（別紙） 
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（別紙） 

（融資事務取扱機関名） 

 

貸 付 内 容  支 払 先 名 

（借入者名） 
支払年月日 支払方法 

資 金 整理番号 貸付年月日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

（注）１ 「貸付内容」欄は、「農業制度資金利子補給金計算書」から転

記すること。 

   ２ 「支払方法」欄は、「（現金払）、（貯金口座振込）」等、そ

の方法を具体的に記入すること。 


